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クロスボーダーで行われる資産と人の流れに対応する

海外資産運用と戦略の巻

第2回 
─ 国外中古不動産投資の「出口」を巡る税務実務 ─

GEPAS inc. 代表

Kiyomi Kindaichi

節
税
商
品
と
し
て
広
が
っ
た
背
景

　
国
外
中
古
不
動
産
を
め
ぐ
る
税
務
相
談
は
、
こ
こ
数

年
で
性
質
が
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
。
以
前
は
「
取
得

す
べ
き
か
」「
減
価
償
却
で
ど
れ
だ
け
所
得
を
圧
縮
で

き
る
か
」
と
い
う
入
り
口
の
相
談
が
中
心
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
現
在
は
、
保
有
物
件
の
売
却
、
借
り
換
え
、

相
続
前
整
理
、
現
地
法
人
の
清
算
な
ど
、
出
口
に
関
す

る
相
談
が
増
え
て
い
る
。
こ
れ
は
単
な
る
投
資
ブ
ー
ム

の
終
息
で
は
な
く
、
税
制
改
正
、
為
替
、
金
利
、
現
地

不
動
産
市
況
が
重
な
っ
た
結
果
で
あ
る
。

　
国
外
中
古
不
動
産
が
節
税
商
品
と
し
て
注
目
さ
れ
た

最
大
の
理
由
は
、
日
本
の
所
得
税
法
上
の
減
価
償
却
計

算
と
、
国
外
不
動
産
の
実
態
と
の
間
に
大
き
な
ズ
レ
が

あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
典
型
例
は
米
国
の
中
古
木
造
住

宅
で
あ
る
。
米
国
で
は
築
年
数
の
古
い
住
宅
で
あ
っ
て

も
、
修
繕
を
重
ね
な
が
ら
長
期
間
利
用
さ
れ
る
こ
と
が

珍
し
く
な
い
。
他
方
、
日
本
の
税
務
で
は
、
法
定
耐
用

年
数
を
全
部
経
過
し
た
中
古
資
産
に
つ
い
て
、
簡
便
法

に
よ
り
短
い
耐
用
年
数
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
木

造
住
宅
で
あ
れ
ば
、
法
定
耐
用
年
数
22
年
を
経
過
し
た

物
件
に
つ
い
て
、
４
年
で
償
却
す
る
と
い
う
説
明
が
な

さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　
高
額
所
得
者
が
こ
の
よ
う
な
物
件
を
購
入
し
、
建
物

部
分
を
土
地
に
比
べ
て
大
き
く
按
分
し
、
短
期
間
で
多

額
の
減
価
償
却
費
を
計
上
す
る
。
そ
の
結
果
、
不
動
産

所
得
に
赤
字
を
生
じ
さ
せ
、
給
与
所
得
や
事
業
所
得
な

ど
他
の
黒
字
所
得
と
損
益
通
算
す
る
。
こ
れ
が
、
い
わ

ゆ
る
国
外
中
古
不
動
産
節
税
の
基
本
構
造
で
あ
っ
た
。

具
体
例

•	

米
国
中
古
ア
パ
ー
ト
を
１
億
円
で
取
得

•	

内
訳
：�

土
地
３
０
０
０
万
円�

	

建
物
７
０
０
０
万
円

•	

建
物
は
築
古
木
造
で
、
簡
便
法
に
よ
り
耐
用
年
数

を
４
年
と
し
た
場
合

＊
年
間
減
価
償
却
費
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

•	

７
０
０
０
万
円
÷
４
年
＝
１
７
５
０
万
円

＊
年
間
家
賃
収
入
が
６
０
０
万
円
、
管
理
費
・
修
繕
費

等
が
２
０
０
万
円
で
あ
れ
ば
、
不
動
産
所
得
は
次
の

よ
う
に
な
る
。

•	

６
０
０
万
円

－

（
２
０
０
万
円
＋
１
７
５
０
万

円
）
＝
▲
１
３
５
０
万
円

＊
実
際
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
は
家
賃
収
入
６
０
０
万

円
か
ら
管
理
費
等
２
０
０
万
円
を
差
し
引
い
た

４
０
０
万
円
の
黒
字
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
税
務
上
は
１
３
５
０
万
円
の
赤
字
が
生
じ
る
。

＊
仮
に
他
の
所
得
が
２
０
０
０
万
円
あ
る
場
合
、
改
正

前
で
あ
れ
ば
、
こ
の
赤
字
を
損
益
通
算
す
る
こ
と
で

課
税
所
得
は
６
５
０
万
円
ま
で
圧
縮
さ
れ
る
。

•	

２
０
０
０
万
円

－
１
６
５
０
万
円
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仮
に
税
率
を
30
％
と
す
れ

ば
、
通
常
は
２
０
０
０
万
円

×
30
％
＝
６
０
０
万
円
程

度
の
税
負
担
と
な
る
と
こ

ろ
、
６
５
０
万
円
×
30
％
＝

１
９
５
万
円
程
度
に
抑
え
ら

れ
る
。
単
純
計
算
で
は
、
年

間
約
４
０
０
万
円
の
税
負
担

軽
減
効
果
が
生
じ
る
こ
と
に

な
る
（
図
１
）。

　

こ
の
節
税
効
果
の
本
質
は
、

国
外
建
物
に
も
日
本
の
耐
用

年
数
ル
ー
ル
が
適
用
さ
れ
、
中

古
資
産
の
簡
便
法
に
よ
り
極

端
な
短
期
償
却
が
可
能
と
な

る
点
に
あ
っ
た
。
経
済
的
に

は
ま
だ
十
分
に
使
用
可
能
な

建
物
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
日
本
の
税
務
上
は
短
期

間
で
大
き
く
費
用
化
で
き
る
。

こ
の
差
異
が
所
得
税
の
圧
縮

ツ
ー
ル
と
し
て
利
用
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

「
国
外
中
古
建
物
の
不
動
産
所
得
に
係
る 

損
益
通
算
等
の
特
例
」
創
設
の
背
景

　
前
記
の
ス
キ
ー
ム
が
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
単
に
節

税
額
が
大
き
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
。
よ
り
本
質
的
に

は
、
実
際
の
経
済
的
価
値
の
減
少
と
、
税
務
上
の
減
価

償
却
費
と
の
乖か

い
離り

が
大
き
か
っ
た
点
に
あ
る
。
国
外
に

所
在
す
る
建
物
に
つ
い
て
、
取
得
費
の
う
ち
80
％
以
上

が
建
物
と
い
う
物
件
は
珍
し
く
な
く
、
減
価
償
却
費
は

日
本
の
制
度
に
比
し
て
大
き
く
計
上
が
可
能
に
な
る
。

ま
た
、
日
本
の
中
古
資
産
の
簡
便
法
を
そ
の
ま
ま
適
用

す
る
と
、
現
地
で
は
十
分
に
使
用
可
能
な
建
物
で
あ
っ

て
も
、
短
期
間
で
償
却
が
完
了
し
て
し
ま
う
。
そ
の
赤

字
を
国
内
所
得
と
通
算
す
れ
ば
、
国
外
資
産
を
利
用
し

て
日
本
の
課
税
所
得
を
圧
縮
す
る
効
果
が
生
じ
る
。

　
そ
こ
で
導
入
さ
れ
た
の
が
、
国
外
中
古
建
物
の
不
動

産
所
得
に
係
る
損
益
通
算
等
の
特
例
で
あ
る
。
制
度
の

骨
格
は
、
国
外
中
古
建
物
か
ら
生
じ
る
不
動
産
所
得
の

損
失
の
う
ち
、
一
定
の
減
価
償
却
費
に
相
当
す
る
部
分

に
つ
い
て
は
、
他
の
所
得
と
の
損
益
通
算
等
に
お
い
て

「
生
じ
な
か
っ
た
も
の
（
保
留
す
る
）」
と
み
な
す
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　
対
象
と
な
る
の
は
、
国
外
中
古
建
物
に
つ
い
て
、
簡

便
法
等
に
よ
り
算
定
し
た
耐
用
年
数
を
用
い
て
減
価
償

却
費
を
計
算
し
て
い
る
ケ
ー
ス
で
あ
り
、
令
和
３
年
分

以
後
の
所
得
税
か
ら
適
用
さ
れ
て
い
る
。

図1　海外中古アパート活用による税負担軽減効果（イメージ） （単位：万円）

通常（損益通算しない場合）
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な
お
、
重
要
な
の
は
、
こ

れ
は
減
価
償
却
費
そ
の
も
の

を
否
認
す
る
制
度
で
は
な
い

と
い
う
点
で
あ
る
。
不
動
産

所
得
の
計
算
上
、
減
価
償
却

費
を
必
要
経
費
と
し
て
認
識

す
る
構
造
は
残
る
。
し
か
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
損

失
の
う
ち
一
定
部
分
を
、
他

の
所
得
と
通
算
さ
せ
な
い
。

制
度
の
ロ
ジ
ッ
ク
を 

簡
潔
に
整
理
す
る

＊�

第
一
に
、
国
外
中
古
建
物

ご
と
に
不
動
産
所
得
を
計

算
す
る

＊�

第
二
に
、
そ
の
な
か
か
ら

減
価
償
却
費
に
相
当
す
る

損
失
部
分
を
抽
出
す
る

＊�
第
三
に
、
そ
の
部
分
を
損

益
通
算
等
の
場
面
で
「
な

か
っ
た
も
の
（
保
留
さ
れ

る
）」
と
み
な
す

　
つ
ま
り
、
所
得
計
算
の
段

階
で
は
減
価
償
却
費
は
存
在

す
る
が
、
通
算
段
階
で
そ
の
効
果
を
遮
断
す
る
二
段
構

造
に
な
っ
て
い
る
。
実
務
で
は
、
単
に
「
国
外
中
古
建

物
は
償
却
で
き
な
い
」
と
説
明
す
る
の
で
は
不
正
確
で

あ
る
。
ど
の
建
物
が
対
象
に
な
る
の
か
、
建
物
ご
と
に

い
く
ら
の
損
失
が
生
じ
、
そ
の
う
ち
い
く
ら
が
特
例
に

よ
り
な
か
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
の
か
を
、
毎
年
管
理
す

る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
の
制
度
設
計
は
、
国
外
不
動
産
投
資
そ
の
も
の
を

否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
収
益
部
分
で
あ
る
家
賃
収

入
や
、
実
際
の
支
出
で
あ
る
管
理
費
、
修
繕
費
、
借
入

利
息
等
に
つ
い
て
は
、
通
常
ど
お
り
所
得
計
算
に
反
映

さ
れ
る
。
問
題
と
さ
れ
た
の
は
、
減
価
償
却
に
よ
る

「
紙
面
上
の
赤
字
」
を
使
っ
て
国
内
所
得
を
圧
縮
す
る

点
で
あ
り
、
特
例
は
そ
の
核
心
部
分
を
遮
断
す
る
た
め

の
措
置
と
い
え
る
。

改
正
後
の
実
務
影
響

　
改
正
後
は
、
従
来
の
よ
う
な
所
得
圧
縮
効
果
は
大
き

く
制
限
さ
れ
た
。

〈
前
記
の
数
値
例
で
確
認
〉

＊
家
賃
収
入
６
０
０
万
円
、
管
理
費
・
修
繕
費
等

２
０
０
万
円
、
減
価
償
却
費
１
７
５
０
万
円
の
場
合

•	

不
動
産
所
得
は
▲
１
３
５
０
万
円
と
な
る
。

図2　改正前と改正後の所得・課税所得の違い（数値例） （単位：万円）　
し
か
し
、
特
例
に
よ
り
、
減
価
償
却
費
に
対
応
す
る

損
失
部
分
は
損
益
通
算
で
き
な
い
。

＊
改
正
後
の
所
得
金
額

•	

６
０
０
万
円

－

２
０
０
万
円
＝
４
０
０
万
円

　
つ
ま
り
、
改
正
前
で
あ
れ
ば
他
の
所
得
と
通
算
で
き

て
い
た
赤
字
が
遮
断
さ
れ
、
む
し
ろ
４
０
０
万
円
の
所

得
が
残
る
形
と
な
る
。
給
与
所
得
等
が
２
０
０
０
万

円
あ
る
納
税
者
で
あ
れ
ば
、
改
正
前
は
課
税
所
得
が

６
５
０
万
円
ま
で
圧
縮
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
改

正
後
は
給
与
所
得
２
０
０
０
万
円
に
不
動
産
所
得

４
０
０
万
円
が
加
わ
り
、
合
計
２
４
０
０
万
円
と
な
る

イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
（
図
２
）。

　
こ
の
点
は
、
顧
問
先
が
最
も
誤
解
し
や
す
い
。
入
り

口
で
は
「
減
価
償
却
で
赤
字
に
な
る
」
と
説
明
さ
れ
て

い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
後
は
そ
の
赤
字
が
他
の

所
得
と
通
算
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
所
得
税
、
住
民

税
、
場
合
に
よ
っ
て
は
国
民
健
康
保
険
料
等
に
も
影
響

が
及
ぶ
。

　
さ
ら
に
、
管
理
実
務
も
複
雑
化
し
た
。
税
理
士
側
は
、

物
件
ご
と
に
減
価
償
却
費
の
総
額
、
実
際
に
必
要
経
費

算
入
さ
れ
た
額
、
損
益
通
算
対
象
外
と
な
っ
た
額
、
そ

の
累
計
額
を
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ

の
情
報
は
売
却
時
の
取
得
費
調
整
で
必
要
に
な
る
か
ら

で
あ
る
。
保
有
期
間
中
に
管
理
を
怠
る
と
、
出
口
時
に

正
し
い
譲
渡
所
得
を
計
算
で
き
な
い
恐
れ
が
あ
る
。

日
本
人
オ
ー
ナ
ー
の
大
量
取
得
が 

残
し
た
も
の

　
特
例
が
導
入
さ
れ
る
前
、
国
外
中
古
不
動
産
は
富
裕

層
向
け
の
定
番
商
品
と
し
て
急
速
に
広
が
っ
た
。
金
融

機
関
、
国
内
外
の
不
動
産
会
社
、
税
務
・
投
資
ア
ド
バ

イ
ザ
ー
が
関
与
し
、
節
税
効
果
を
前
面
に
出
し
た
提
案

も
少
な
く
な
か
っ
た
。
特
に
米
国
不
動
産
は
、
人
口
増

加
、
ド
ル
資
産
、
法
制
度
の
安
定
性
と
い
っ
た
投
資
面

の
魅
力
に
加
え
、
減
価
償
却
に
よ
る
税
務
メ
リ
ッ
ト
が

大
き
く
付
加
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
日
本
人
オ

ー
ナ
ー
が
同
時
期
に
類
似
の
物
件
を
取
得
し
た
。
こ
の

こ
と
が
、
次
の
点
に
お
い
て
現
在
の
出
口
局
面
に
影
響

し
て
い
る
。

＊
第
一
に
、
複
数
の
取
得
資
産
の
時
期
が
近
い
投
資
家

が
多
い
た
め
、
減
価
償
却
期
間
の
終
了
や
税
制
改
正

後
の
投
資
メ
リ
ッ
ト
低
下
が
同
時
に
訪
れ
や
す
い

＊
第
二
に
、
物
件
管
理
を
現
地
任
せ
に
し
て
い
た
た
め
、

修
繕
履
歴
、
建
物
・
土
地
按
分
、
取
得
関
連
費
用
、

借
入
金
、
現
地
申
告
資
料
な
ど
が
十
分
に
整
理
さ
れ

て
い
な
い
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
と
見
込
ま
れ
る

＊
第
三
に
、
為
替
変
動
の
影
響
が
大
き
い
円
安
局
面
で

は
、
ド
ル
建
て
で
さ
ほ
ど
値
上
が
り
し
て
い
な
い
物

件
で
も
、
円
換
算
で
譲
渡
益
が
膨
ら
む
こ
と
が
あ
る

　

ま
た
、
投
資
家
側
の
理
解
に
も
課
題
が
残
っ
て
い

る
。
入
り
口
で
は
「
税
金
が
戻
る
」「
数
年
で
償
却
で

き
る
」
と
い
う
説
明
が
強
調
さ
れ
て
い
た
が
、
出
口
時

の
譲
渡
所
得
、
外
国
税
額
控
除
、
現
地
課
税
、
相
続
税

評
価
、
為
替
差
損
益
、
相
続
法
務
に
つ
い
て
十
分
な
説

明
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
売
却

段
階
で
初
め
て
、
税
務
上
の
取
得
費
が
想
定
よ
り
低
い

こ
と
、
あ
る
い
は
損
益
通
算
で
き
な
か
っ
た
償
却
費
に

つ
い
て
別
途
調
整
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
簡
単
に
相
続

で
き
な
い
こ
と
を
知
る
納
税
者
も
い
る
と
思
料
さ
れ
る
。

出
口
戦
略
相
談
が
増
え
る
理
由

　
国
外
中
古
不
動
産
の
出
口
相
談
は
、
今
後
さ
ら
に
増

え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
理
由
は
複
数
あ
る
。

　
ま
ず
、
令
和
３
年
以
後
、
節
税
効
果
が
大
き
く
制
限

さ
れ
た
こ
と
で
、
保
有
継
続
の
税
務
上
の
動
機
が
弱
ま

っ
た
。
次
に
、
米
国
を
中
心
と
す
る
金
利
上
昇
に
よ
り
、

借
入
を
伴
う
物
件
で
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
が
悪
化
し

や
す
く
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
円
安
に
よ
り
、
売
却
す
れ

ば
円
ベ
ー
ス
で
利
益
を
確
定
で
き
る
一
方
、
保
有
を
続

け
る
場
合
に
は
現
地
修
繕
費
や
管
理
費
の
円
換
算
負
担

が
重
く
な
る
。

　

出
口
戦
略
を
検
討
す
る
際
に
は
、「
売
る
か
、
持
つ

か
」
と
い
う
投
資
判
断
だ
け
で
な
く
、「
ど
の
よ
う
な

所
有
形
態
の
も
の
を
ど
の
形
で
売
る
か
」
を
整
理
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
人
が
直
接
保
有
し
て
い
る
の
か
、
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現
地
法
人
や
Ｌ
Ｌ
Ｃ
を
介
し
て

い
る
の
か
、
夫
婦
共
有
か
、
親

族
間
で
持
分
が
あ
る
の
か
、
相

続
発
生
前
か
後
か
に
よ
っ
て
、

税
務
処
理
は
大
き
く
異
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
税

理
士
側
が
最
初
に
確
認
す
べ
き

資
料
は
、
取
得
時
の
売
買
契
約

書
、
ク
ロ
ー
ジ
ン
グ
ス
テ
ー
ト

メ
ン
ト
、
建
物
・
土
地
の
按
分

資
料
、
借
入
契
約
、
過
年
度
の

減
価
償
却
明
細
、
現
地
申
告
書
、

日
本
の
確
定
申
告
書
、
損
益
通

算
対
象
外
と
し
て
管
理
し
た
金

額
、
売
却
見
込
額
、
為
替
の
動

向
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
そ
ろ

わ
な
け
れ
ば
、
出
口
時
の
税
額

試
算
も
相
続
対
策
も
で
き
な
い
。

場
合
に
よ
っ
て
は
取
得
時
の
贈

与
税
の
問
題
も
含
ん
で
い
る
の

で
あ
る
。

売
却
時
の
日
本
側
の 

税
務
処
理

　
個
人
が
国
外
不
動
産
を
売
却

し
た
場
合
、
日
本
の
居
住
者
で

あ
れ
ば
、
原
則
と
し
て
全
世
界
所
得
課
税
の
も
と
、
日

本
で
も
譲
渡
所
得
の
申
告
が
必
要
と
な
る
。
計
算
の
基

本
は
、
譲
渡
価
額
か
ら
取
得
費
お
よ
び
譲
渡
費
用
を
控

除
す
る
と
い
う
国
内
不
動
産
と
同
じ
枠
組
み
で
あ
る
。

た
だ
し
、
国
外
中
古
建
物
で
は
、
取
得
費
の
管
理
が
特

に
重
要
で
あ
る
。

　
通
常
、
建
物
の
取
得
費
は
取
得
価
額
か
ら
減
価
償
却

費
の
累
計
額
を
控
除
し
て
計
算
す
る
。
こ
こ
で
問
題
と

な
る
の
が
、
特
例
に
よ
り
損
益
通
算
上
「
生
じ
な
か
っ

た
も
の
」
と
さ
れ
た
損
失
相
当
額
の
扱
い
で
あ
る
。
国

外
中
古
建
物
の
特
例
の
適
用
を
受
け
た
建
物
を
売
却
し

た
場
合
、
取
得
費
か
ら
控
除
す
る
減
価
償
却
費
の
累
計

額
に
つ
い
て
、
特
例
に
よ
り
生
じ
な
か
っ
た
も
の
と
み

な
さ
れ
た
損
失
相
当
額
を
控
除
す
る
調
整
が
必
要
と
な

る
。〈

前
記
の
数
値
例
で
確
認
〉

＊
取
得
価
額
は
１
億
円
、
内
訳
は
建
物
７
０
０
０
万
円
、

土
地
３
０
０
０
万
円

＊
建
物
は
４
年
で
償
却
し
、
年
間
減
価
償
却
費
は

１
７
５
０
万
円

＊
保
有
５
年
後
に
、
為
替
差
を
い
っ
た
ん
無
視
し
て

１
億
円
で
売
却
し
た
と
す
る

＊
建
物
は
４
年
で
償
却
済
み
で
あ
る
た
め
、
調
整
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
簿
価
は
ゼ
ロ
と
な
る

＊
土
地
の
取
得
費
３
０
０
０
万
円
の
み
が
残
る
た
め
、

図3　保有5年後の売却時における取得費調整のイメージ（数値例） （単位：万円）

譲
渡
所
得
は
次
の
と
お
り
と
な

る　
・�

１
億
円

－
３
０
０
０
万
円

＝
７
０
０
０
万
円

　
し
か
し
、
保
有
期
間
中
に
損

益
通
算
で
き
な
か
っ
た
減
価
償

却
相
当
額
が
あ
る
場
合
に
は
、

取
得
費
調
整
を
行
う
。

＊�

仮
に
、
損
益
通
算
で
き
な

か
っ
た
償
却
部
分
の
累
計

額
が
３
０
０
０
万
円
で
あ

っ
た
と
す
る
。
こ
の
場
合
、

土
地
３
０
０
０
万
円
に
加

え
、
調
整
後
の
建
物
部
分

３
０
０
０
万
円
を
取
得
費
と

し
て
考
慮
す
る

　
・�

土
地
３
０
０
０
万
円
＋
調

整
後
建
物
３
０
０
０
万
円

＝
６
０
０
０
万
円

＊�

し
た
が
っ
て
、
最
終
的
な
譲

渡
所
得
は
次
の
と
お
り
と
な

る
　
・�

１
億
円

－

６
０
０
０
万
円

＝
４
０
０
０
万
円

　

調
整
が
な
け
れ
ば
譲
渡
所
得
は
７
０
０
０
万
円
で

あ
っ
た
が
、
特
例
に
よ
り
損
益
通
算
で
き
な
か
っ
た

３
０
０
０
万
円
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
譲
渡
所
得
は

４
０
０
０
万
円
に
圧
縮
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
保
有
中
に

通
算
で
き
な
か
っ
た
償
却
部
分
は
、
出
口
で
取
得
費
調

整
と
し
て
効
い
て
く
る
（
図
３
）。

　
こ
の
点
を
見
落
と
す
と
、
譲
渡
所
得
を
過
大
に
計
算

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
逆
に
、
過
年
度
に
い
く
ら
が
特

例
対
象
と
な
っ
た
か
を
管
理
し
て
い
な
け
れ
ば
、
出
口

時
に
正
し
い
調
整
が
で
き
な
い
。
国
外
中
古
建
物
ご
と

に
、
取
得
価
額
、
償
却
費
、
必
要
経
費
算
入
額
、
損
益

通
算
対
象
外
額
、
未
償
却
残
高
を
継
続
的
に
管
理
す
る

こ
と
が
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。

為
替
を
入
れ
た
場
合
の
数
値

　
一
方
、
国
外
不
動
産
の
譲
渡
で
納
税
者
が
最
も
誤
解

し
や
す
い
の
が
為
替
で
あ
る
。
ド
ル
建
て
で
は
購
入
時

と
同
程
度
の
価
格
で
売
却
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
も
、
取

得
時
よ
り
円
安
が
進
ん
で
い
れ
ば
、
日
本
円
で
は
大
き

な
譲
渡
益
が
生
じ
る
。

〈
先
ほ
ど
の
例
に
為
替
を
加
え
て
確
認
〉

＊
取
得
時
は
１
ド
ル
＝
１
０
０
円

＊
売
却
時
は
１
ド
ル
＝
１
３
０
円

＊
取
得
価
格
は
１
０
０
万
ド
ル
、
取
得
時
の
円
換
算
額

図4　為替に影響を加えた場合の譲渡所得ののイメージ（数値例） （単位：万円）
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は
１
億
円
で
あ
る

＊
売
却
価
格
も
同
じ
く
１
０
０
万
ド
ル
と
す
る

＊
た
だ
し
、
売
却
時
の
為
替
が
１
ド
ル
＝
１
３
０
円
で

あ
れ
ば
、
円
換
算
の
売
却
価
額
は
１
億
３
０
０
０
万

円
と
な
る

＊
前
記
の
と
お
り
、
特
例
に
よ
る
調
整
後
取
得
費
を

６
０
０
０
万
円
と
す
る
と
、
譲
渡
所
得
は
次
の
と
お

り
で
あ
る

•	

１
億
３
０
０
０
万
円

－

６
０
０
０
万
円
＝

７
０
０
０
万
円

　

ド
ル
ベ
ー
ス
で
は
、
買
値
１
０
０
万
ド
ル
、
売
値

１
０
０
万
ド
ル
で
あ
り
、
不
動
産
そ
の
も
の
は
値
上
が

り
し
て
い
な
い
。
そ
れ
で
も
日
本
の
税
務
で
は
円
換
算

で
計
算
す
る
た
め
、
為
替
差
に
よ
る
利
益
が
譲
渡
所
得

に
反
映
さ
れ
る
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
為
替
に
よ
る

影
響
が
３
０
０
０
万
円
、
不
動
産
税
務
上
の
利
益
が

４
０
０
０
万
円
、
合
計
で
７
０
０
０
万
円
の
譲
渡
所
得

と
な
る
（
前
ペ
ー
ジ
図
４
）。

　
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
の
感
覚
と
し
て
は
「
物
件
価
格
は
上

が
っ
て
い
な
い
」
の
に
、
日
本
の
申
告
上
は
大
き
な
譲

渡
所
得
が
発
生
す
る
。
こ
の
差
異
は
出
口
時
の
説
明
で

は
特
に
重
要
で
あ
る
。

外
国
税
額
控
除

　
次
に
外
国
税
額
控
除
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
現
地
で

譲
渡
に
係
る
税
金
が
課
さ
れ
る
場
合
、
日
本
側
で
は
外

国
税
額
控
除
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。
た
だ
し
、
現
地

で
払
っ
た
税
金
が
常
に
全
額
控
除
で
き
る
わ
け
で
は
な

い
。
控
除
で
き
る
の
は
、
原
則
と
し
て
「
日
本
の
税
額

の
う
ち
国
外
所
得
に
対
応
す
る
部
分
」
が
上
限
で
あ
る
。

〈
前
記
の
為
替
込
み
の
例
を
用
い
て
確
認
〉

＊
日
本
で
の
譲
渡
所
得
が
７
０
０
０
万
円

＊
日
本
の
税
額
を
仮
に
30
％
と
し
て
２
１
０
０
万
円

＊
現
地
で
譲
渡
税
１
０
０
０
万
円
が
課
さ
れ
た
場
合
、

所
得
の
全
て
が
国
外
不
動
産
に
係
る
も
の
で
あ
れ
ば
、

控
除
限
度
額
の
範
囲
内
で
１
０
０
０
万
円
を
外
国
税

額
控
除
と
し
て
控
除
で
き
る

•	

日
本
税
額
２
１
０
０
万
円

－

外
国
税
額
控
除

１
０
０
０
万
円
＝
最
終
的
な
日
本
側
納
税
額

１
１
０
０
万
円

　
こ
こ
で
重
要
と
な
る
の
は
、
海
外
で
税
金
を
払
っ
た

か
ら
と
い
っ
て
、
日
本
の
税
金
が
ゼ
ロ
に
な
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
外
国
税
額
控
除
は
、
二
重

課
税
を
一
定
範
囲
で
調
整
す
る
制
度
で
あ
り
、
二
重
課

税
を
常
に
完
全
に
消
す
制
度
で
は
な
い
。
実
務
上
は
、

控
除
限
度
額
、
所
得
区
分
、
課
税
時
期
、
州
税
・
地
方

税
の
扱
い
、
外
国
税
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
を
確
認
す

る
必
要
が
あ
る
。

　

顧
問
先
に
は
、「
海
外
で
払
っ
た
税
金
を
日
本
で
差

し
引
け
る
場
合
が
あ
る
が
、
日
本
側
の
税
額
と
の
差
額

が
残
る
こ
と
が
あ
る
」
と
説
明
す
る
の
が
分
か
り
や
す

い
と
い
え
る
。

そ
の
他
の
注
意
点

＊
第
一
に
、
建
物
・
土
地
の
按
分
で
あ
る
。
入
り
口
で

建
物
割
合
を
大
き
く
取
っ
て
い
た
場
合
、
減
価
償
却

費
は
増
え
る
が
、
出
口
で
は
建
物
簿
価
の
減
少
を
通

じ
て
譲
渡
益
が
増
え
や
す
い
。
按
分
根
拠
が
弱
い
場

合
に
は
、
過
年
度
申
告
を
含
め
て
リ
ス
ク
が
残
る

＊
第
二
に
、
複
数
物
件
を
保
有
す
る
場
合
の
個
別
管
理

で
あ
る
。
特
例
の
判
定
は
、
単
純
に
国
外
不
動
産
全

体
を
合
算
し
て
行
う
の
で
は
な
く
、
対
象
建
物
ご
と

の
損
失
と
減
価
償
却
費
を
丁
寧
に
追
う
必
要
が
あ
る
。

物
件
ご
と
の
管
理
表
が
な
い
場
合
、
出
口
時
だ
け
で

な
く
、
保
有
期
間
中
の
申
告
に
も
誤
り
が
生
じ
や
す

い
＊
第
三
に
、
国
外
財
産
調
書
・
財
産
債
務
調
書
で
あ
る
。

国
外
不
動
産
は
、
所
得
税
だ
け
で
な
く
財
産
情
報
の

開
示
義
務
に
も
関
係
す
る
。
提
出
漏
れ
が
あ
る
場
合
、

将
来
の
税
務
調
査
で
加
算
税
リ
ス
ク
が
重
く
な
る
可

能
性
が
あ
る

＊
第
四
に
、
現
地
法
人
や
Ｌ
Ｌ
Ｃ
を
介
し
た
保
有
で
あ

る
。
法
人
を
介
し
た
保
有
の
場
合
、
資
産
譲
渡
な
の

か
、
持
分
・
株
式
の
譲
渡
な
の
か
に
よ
り
、
日
本

側
・
現
地
側
の
課
税
関
係
が
大
き
く
異
な
る
。
タ
ッ

ク
ス
ヘ
イ
ブ
ン
対
策
税
制
の
検
討
が
必
要
と
な
る
場

合
も
あ
る

＊
第
五
に
、
相
続
で
あ
る
。
高
齢
の
オ
ー
ナ
ー
に
つ
い

て
は
、
売
却
す
る
か
、
相
続
ま
で
保
有
す
る
か
の
判

断
が
重
要
に
な
る
。
国
外
不
動
産
は
、
現
地
の
名
義

変
更
、
プ
ロ
ベ
ー
ト
、
評
価
、
相
続
税
申
告
、
現
地

専
門
家
費
用
な
ど
が
絡
み
、
国
内
不
動
産
よ
り
も
手

続
が
複
雑
化
し
や
す
い
。
税
務
だ
け
で
な
く
承
継
実

務
ま
で
含
め
て
検
討
す
べ
き
論
点
と
な
る

＊
第
六
に
、
潜
在
的
に
あ
る
過
年
度
の
「
贈
与
税
認
定

リ
ス
ク
」
の
有
無
で
あ
る
。
取
得
時
に
ジ
ョ
イ
ン
ト

で
登
記
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
資
金
負
担
割
合
に
よ

っ
て
は
日
本
で
は
一
方
に
贈
与
税
リ
ス
ク
が
残
る

今
後
税
理
士
側
に
求
め
ら
れ
る
と 

考
え
ら
れ
る
視
点

　
国
外
中
古
不
動
産
の
特
例
は
、
節
税
ス
キ
ー
ム
を
封

じ
る
た
め
の
制
度
と
し
て
導
入
さ
れ
た
。
し
か
し
実
務

上
の
本
番
は
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
で
あ
る
。
入
り
口
で

取
得
し
た
物
件
が
、
減
価
償
却
を
終
え
、
金
利
・
為

替
・
修
繕
・
相
続
の
問
題
を
抱
え
な
が
ら
、
出
口
を
迎

え
つ
つ
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
税
理
士
側
に
求
め
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
申

告
書
を
つ
く
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
く
な
る
。
過
年
度

の
申
告
内
容
を
確
認
し
、
特
例
対
象
額
を
復
元
し
、
為

替
を
整
理
し
現
地
税
務
と
日
本
税
務
の
接
続
を
確
認
の

上
、
売
却
前
に
税
額
を
見
え
る
化
す
る
こ
と
に
ま
で
広

が
る
。

　
特
に
「
売
っ
て
か
ら
税
額
を
計
算
す
る
」
の
で
は
遅

い
た
め
、
譲
渡
契
約
前
に
、
売
却
代
金
、
現
地
ロ
ー
ン

残
高
、
仲
介
手
数
料
、
修
繕
精
算
、
現
地
税
、
日
本
の

所
得
税
・
住
民
税
、
外
国
税
額
控
除
後
の
負
担
を
整
理

し
、
税
引
後
の
手
取
り
額
を
試
算
し
て
お
く
必
要
も
あ

る
。
帳
簿
上
は
利
益
で
も
、
借
入
返
済
後
の
手
残
り
が

乏
し
い
こ
と
も
あ
る
。
逆
に
、
税
額
は
大
き
く
見
え
て

も
、
円
安
に
よ
っ
て
十
分
な
手
取
り
が
残
る
こ
と
も
あ

る
。

　
過
年
度
の
申
告
を
引
き
継
ぐ
場
合
に
は
、
前
任
税
理

士
や
販
売
業
者
の
資
料
を
鵜う

呑の

み
に
し
な
い
姿
勢
も
重

要
で
あ
る
。
建
物
割
合
、
耐
用
年
数
、
為
替
レ
ー
ト
、

償
却
開
始
時
期
、
現
地
申
告
と
の
整
合
性
を
確
認
し
、

資
料
が
不
足
す
る
場
合
に
は
、
ど
こ
に
不
確
実
が
あ
る

か
を
明
示
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
国
外
中
古
不
動
産
は
、
も
は
や
単
純
な
節
税
商
品
で

は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
入
り
口
の
時
代
が
終
わ
り
、

出
口
の
税
務
管
理
の
時
代
に
入
っ
た
。
こ
れ
か
ら
の
税

理
士
実
務
で
は
、
制
度
の
条
文
理
解
に
加
え
、
投
資
、

為
替
、
国
外
法
務
、
相
続
ま
で
を
横
断
す
る
視
点
が
不

可
欠
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Kiyomi Kindaichi（金田一喜代美）

税理士・CFP・国際不動産投資コンサルタント（JARECO）、国際不動
産カレッジ丸の内支部支部長。
中小および大企業の国内税務の豊富な経験を20年以上有したあと、辻・
本郷税理士法人にて国際資産税準備室長を経て国際税務にて独立をし
た。その後2024年10月には国際資産専門コンサルGEPAS inc.を設
立。現在カチエル等で個人国際税務相談員に着任しながら世界各国の多
くの個人・相続の国際実務経験を有する。的確な対応に顧客から高評価
と篤い信頼を受ける。中央大学法学部卒、慶応義塾大学院商学研究科修
了、シンガポール三田会、和橋会等会員。


